
２．重点項目における具体的課題への取り組み 

(1)給与・手当問題（賃金の適正化）の課題について 

① 「臨時特例に関する法律」に連動する給与大幅

削減問題への対応について 

広島大学教職員の給与等の処遇は、広島大学労使の主

体的・自律的交渉により決定されるべきものであること

を主張し、組合員の不利益を可能な限り減少させること

を追求しました。 

 政府の実質的強制の下で広島県が 7 月～3 月の 9 カ月

間、職員給与を大幅に削減しました。それを受け大学は、

県との交流人事で多くの者が在籍する附属学校園教員に

ついて、当該 9 カ月間だけの比較を行なって「広島県の

方が削減幅が大きく、地域手当特別調整分はそのままと

する」と提案して来ましたが、組合は比較する期間（広

島大学教職員の削減期間は 21カ月）が間違っていると主

張して交渉を続けました。団体交渉の状況を附属支部へ

も報告し、その意見等を踏まえて交渉した結果、8 月～3

月の 8カ月間、地域手当特別調整分を更に 0.6％上積みし

て妥結しました。 

 

② ５５歳を超える常勤教職員の昇給停止・抑制問

題への対応について 

2012 年度人事院勧告に基づく国家公務員の対応に連動

し、55歳を超える常勤教職員の定期昇給を 1月より以下

のように停止・抑制する提案を 8月 27日団体交渉で受け

ました。 

          現 行   →  改定後 

  極めて良好    4号俸      2号俸 

  特に良好     3号俸      1号俸 

  標準（良好）   2号俸      0号俸 

  やや良好でない  1号俸      0号俸 

良好でない    0号俸      0号俸 

 

「退職手当へも跳ね返る非常に大きな不利益変更であ

り、反対だ。国家公務員に合わす必要はない」と主張し、

また、退職手当の減額については「社会との均衡を述べ

た人事院勧告に連動して 2013年 1月 1日から 1年半かけ

ておよそ 400 万円、17％の削減を行なうとしたばかりで

あり、それに加えて更に削減を実施することは整合性が
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取れない」と指摘しました。しかし、大学は「国家公務

員と同じようにしておかなければ退職手当計算において

文科省と差が生じ、55 歳を超える一人一人について文科

省へ異なる理由を毎年説明しなければならない。また、

文科省からの退職手当は一人一人について昇給停止・抑

制後の金額しか交付されず、差額は大学の独自負担にな

る」との主張でした。本給の変動は運営費交付金には影

響しませんが、他の人事院勧告への連動と同様、常に退

職手当との関係が問題とされます。 

11 月執行委員会で、給与部分については、大学が述べ

る事務管理問題を考慮し、「定年までに生じる不利益をカ

バーする代償措置」の要求へ転換することとし、一方、

退職手当に生じる不利益については、何らかの措置によ

るその回復を要求することとしました。 

その後、1月 9日の団体交渉において、本給部分は以下

の「代償措置の概略」で合意し、退職手当減額分の回復

措置については継続して交渉することとしました。（ ペ

ージの団体交渉確認書を参照） 

●代償措置の概略（1月から適用） 

  対象となる個々人に於ける 55歳超からの定期昇給額

と同額を「特別調整手当の加算額」として月次給与に加

算し、かつ、当該「特別調整手当の加算額」はボーナス

対象にも含める。（「特別調整手当の加算額」については、

「⑪地域手当の引き上げについて」の（注）を参照下さ

い。） 

これにより、「特別調整手当の加算額」は本給自体ではな

く手当となることから、地域手当（この 4月より「特別

調整手当」）等への反映が為されないことにより本給自体

の場合と比べて若干の給与減額になりますが、モデル計

算によれば昇給停止による給与減額累計の 90～94％強を

カバーできます。 

 

③ 契約職員の賃金等の改善について 

統一要求で、契約職員について、同一労働・同一賃金

の原則に基づき、常勤職員と同等の本給体系の構築及び

給与上の処遇を求め、また、永年勤続表彰の対象に、教

員及び「週 5日未満の勤務で勤務期間が 20年以上」の契

約職員も含めることを要求しました。 

 また、前回の大学回答「常勤職員と契約職員の給与額

（事務系職員）」に関して、更に具体的な説明を求めまし

た。この要求への大学回答は未だで、継続して交渉します。 

 2014年度の組合定期大会は、７月２６日（土）午後に開催されます。現在、執行委員会ではその議案を審議中です

が、その中の「2013年度活動報告（案）」及び「2013年度決算報告（案）」から抜粋して、その一部をご紹介します。

なお、未だ検討中のものですから、変更が有りえますことをご了承下さい。              （小薮）                             

 

２０１３年度活動報告（案） 期間 2013年 5月～2014年 4月 
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(2)雇用問題（雇用の安定・安心化）の課題について 

① 契約職員等の雇用の継続と安定化について 

統一要求において、労働契約期間の定めがある教職員につ

いて不当な雇い止めをしないことを要求するとともに、以下

の各点を要求しました。 

(ｱ)契約の実質的終了時期が明示されておらず、これまで

契約を更新して来た教職員に対して、更新契約書に「通

算５年以内」条項または不更新条項を新たに入れるこ

とのないように要求。 

(ｲ)2013年 3月末日在籍者で、契約の実質的終了時期が明

示されていない教職員で以下に該当する場合は、期間

の定めのない契約（無期契約）への転換を要求。 

  ●既に５年を超えて契約が反復更新されている場合 

  ●通算５年以内でも契約が複数回更新されている場   

   合 

(ｳ)2013年 4月 1日以後の新規採用者で継続的職務に就い

ている教職員について、期間の定めのない契約（無期

契約）への転換を要求。 

(ｴ)2011年 4月より採用された外国語教育研究センター所

属の英語特任教員について、本人が望む場合、2014 年

4月以後は期間の定めのない契約（無期契約）とするこ

とを要求。 

(ｵ)非常勤職員の雇用契約について、業務遂行及び制度設

計趣旨の阻害とならないよう、全学への適切な指導を

要求。 

(ｶ)期間の定めのない契約（無期契約）への転換ルールを

確立することを要求。 

 

これらの要求事項への回答は優先して行なうことを指定

しましたが、未だ受けておらず、これからになります。 

 

(3)労働時間・休暇問題（一人当り業務量の削減等）の課

題について 

① 附属学校園教員の労働時間と過重労働の軽減に

ついて 

…… 前略 …… 広島大学の教職員は労働基準法の適

用下にありますから、当該法令の遵守は大前提と言うべき

ものです。しかしながら、全附属支部・組合員との間での

何度にもわたる提案・意見交換、質問・要望等の集約、情

報交換等を通し、この問題への対処の基本的立場として以

下を整理しました。 

●附属学校園教員の職務は、その中心対象が児童・生徒

等の「人」であり、社会一般的な効率性や生産性のア

ップは通用せず、したがってまた、一般的な時間外労

働管理方法は馴染まない。 

●業務内容及びそれに要する時間等について附属学校園

教員の主体性・裁量性が中心となる（あるいは本質と

なる）業務については、これまで通りの附属学校園教

員個々人の主体性・裁量性確保を最優先する。 

…… 中略 …… 大学が主催して11月に5キャンパス

で実施した「附属学校教員との労働実態に関する意見交換」

会へはそのすべてに参加し、その場で出された各附属学校

園教員の意見等も踏まえて課題をまとめ、附属支部への提

案を通して、12月執行委員会では「過重労働軽減の課題に

関する団体交渉基本方針」として以下を整理しました。 

(ｱ)非常勤講師と常勤教員の業務内容・業務範囲の違い、

したがって、非常勤講師の増加は常勤教員の負担増と

なること、及び、公立学校と比較して研究業務・教育

実習指導業務等の附属学校独自業務が負荷されてお

り、公立学校教員体制に関するいわゆる「標準法」

の体制基準を超える教員体制が必要であることを主

張して、常勤教員体制の拡充（増員）を要求する。 

(ｲ)常勤教員の配置について、「再編統合準備業務（附

属学校再編統合準備室）」に充てられている教員を附

属学校園の現場へ配置し、「再編統合準備業務」に係

る人員が必要な場合は臨時に措置することを要求す

る。 

 (ｳ)附属学校園教員の事務的・雑務的等の業務を軽減す

るため、契約事務職員を全附属学校園で増員するこ

とを要求する。 

(ｴ)短期間での頻繁な人事交流を見直し、修正すること

を要求する。 

 …… 中略 ……2月～3月にかけて改めて附属支部

から意見を求め、4月執行委員会で上記基本方針の再整理

を行なった結果、上記(ｳ)は個別課題へ転換、残り 3項目

は共通課題として継続し、(ｴ)に「学内異動」を加えるこ

ととしました。 

 

② パートタイム契約職員の休暇制度改善について 

統一要求において、(ｱ)パートタイム契約職員の病気休

暇を常勤職員及びフルタイム契約職員と同じ内容で制度

化すること、(ｲ)常勤職員及びフルタイム契約職員におい

ては特別有給休暇とされていながらパートタイム契約職

員においては休暇規定がなされていない社会貢献活動、

結婚、親子配偶者の法事、災害休暇の４項目について、

常勤・フルタイムと同様の休暇日数をパートタイム契約

職員の特別休暇とすること、を要求しました。なお、こ

れらの病気休暇や結婚休暇等については、まずは出来る

だけ早く休暇制度として整備されることを優先するた

め、特別有給休暇が困難な場合は特別無給休暇でも構わ

ないとしました。 

 

この要求への大学回答はこれからになり、継続して取り

組みます。 

(4)研究費・資金配分問題（研究費確保等）の課題

について 

① 外部資金に関する要求について 

統一要求において、外部資金の獲得に関連する以下の要

求を行ないました。 

(ｱ)間接経費の使途についての説明。 

(ｲ)法人本部に計上される間接経費の一部を、当該外部

資金を獲得した研究者・研究グループへ戻すこと。 

(ｳ)外部資金獲得に関する事務支援の強化を早急に行な

うこと。 

 

これらの要求に対する大学回答はこれからになり、継続

して交渉します。 

 

(5)労働・職場環境問題（環境の安心化）の課題に
ついて 

① 東広島駐車場利用者負担金の減額交渉と霞・

東千田地区への連動について 

東広島地区駐車場及び霞・東千田地区駐車場の利用者

負担金問題については、これまで何年間かにわたって負

担金廃止を要求し、大学の拒否回答が続いて来ました。

そうした中で、東広島地区駐車場の利用者負担金につい

ては、その決算状況と執行委員会での論議状況を広報し、

また、支部総会等でも説明して意見等を求めました。そ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

シダックス・カラオケ店との取引開始のご案内 
 

 

 以下の概要でシダックス・カラオケ店との取り引きを開始しました。ご家族の利用もできます。組合

員等が利用する際のメリットのみでなく、広島大学教職員組合名の法人・団体カードによる利用高の

１％が組合へキャッシュバックされます。是非、ご利用下さい。          （文責：小薮） 

 

１．新規取引先名 

  会社名  シダックス・コミュニティ株式会社 

  住 所  本社：東京都渋谷区神南一丁目 12番 13号 

シダックス東広島西条クラブ：西条町御条町 1-21 

 

２．取引の目的 

 (1)シダックス・カラオケ店舗利用時等の組合員へのサービス提供 

 (2)組合財政への貢献（利用高によるキャッシュバックあり） 

 

３．取引の手続き 

  法人・団体会員としての組合登録 

 

４．利用時の組合員メリットと利用方法 

 (1)組合員メリット（別紙チラシ参照） 

   シダックス・カラオケ店舗利用時に「ドリンク人数分サービスまたはルーム料金 30％割引」、 

「パーティコース・各種パック利用時の 5％割引」、「バースデーサービス」ほか 

 

 (2)組合員等の利用方法 

   組合員家族を含めて各人へ配布される法人・団体カードを利用時に提示 

  （注）組合から仮カード（希望数）を配布 → 店舗利用時に提示 → 本カードを受領 

 

５．広島県下のシダックス・カラオケ店舗 

  全国のシダックス・カラオケ店舗で利用できます。 

  広島県下のシダックス・カラオケ店舗は以下のようになっています。 

  ●福山市２店舗：シダックス福山駅家クラブ、同 多治米クラブ 

●東広島市１店舗：シダックス東広島西条クラブ（51室） 

●広島市５店舗：シダックス広島大洲クラブ、同 流川クラブ、同 本通クラブ、 

同 安古市クラブ、同 五日市クラブ 

 

仮カードの配布 
仮カードは、組合員１人に２枚を７月 11日発送の大会議案書に同封しますので、ご利用ください。

なお、２枚で足りない方やお急ぎの場合は、既に仮カードは入庫しており（6/16現在）ますので、書記

局までご連絡下さい。 

 

 

して、出された意見等を受け、大学へ「本来的には無償であるべきものと考えるが、当面の現実的方針として負担金の

減額交渉を行なう」ことを通知するとともに、(ｱ)負担金年額 7000 円を 5000 円へ減額、(ｲ)異動・退職等で利用不可と

なった者への負担金の月割り返還、を要求し、(ｱ)についてはその財源捻出に関する方法も参考資料として提出しました。 

 その結果、「2014 年度については 500 円減額し、負担金の年額を 6500 円とする」、「月割り返還については、原則、

利用者からの請求により対応する」との回答を引き出しました。 

また、大学から要求されていた東広島地区利用者負担金の賃金控除（天引き）については、一定の改善が示されたこ

とから、組合として受け入れました。 

 しかし、組合が参考資料を添えて要求した 5000 円とは未だ大きな差があり、今後も減額を追求して行きます。 
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発行 広島大学教職員組合（東広島事務所 本部） 

東広島市鏡山 1-7-2（広大西口 西エネルギーセンター内）  

内線（東広島 84）5390 …東広島以外からは 84 をつけて
おかけください。 

TEL/FAX 082-422-7556  

メール union@hiroshima-u.ac.jp 

ホームページ http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/ 

 

 
挟み込みチラシ 3種のご案内です。 

組合員特価になっております。 

 

「家庭用常備薬の斡旋について」 
「2014年丸大の夏ギフト 特別販売のご案内」 
「暮らしのアシスト～一時金は〈ろうきん〉へ」 

 

その他、伊藤ハムウエスト㈱の夏ギフトも取扱います。 

ご希望の方には学内便でパンフレットを 

お送りしますので、お申し込みください。 
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